
公益社団法人 中央畜産会

平成29年3月

第一版
（補訂版）

日 本 中 央 競 馬 会
特別振興資金助成事業助成事業

早期発見早期発見と発生予防発生予防
　　　　　　のために　　　　　　のために

口蹄疫の　　　　　　口蹄疫の　　　　　　
早期発見と発生予防
　　　　　　のために

口蹄疫の　　　　　　





平成 22 年 4 月に宮崎県で発生した口蹄疫は、約 30 万頭の家畜が殺処分さ

れるなど、我が国の畜産にとってこれまで経験したことのない未曾有の被害

をもたらしました。

その口蹄疫発生から７年が経過し、この間防疫対応獣医師の世代は徐々に

交代し、生産者及び関係者の危機感の希薄化が懸念されております。

しかし、最近になっても韓国、中国等近隣諸国では口蹄疫の発生は継続し

ており、観光をはじめとする人的交流や経済交流が益々盛んになる中、ウイ

ルスが持ち込まれる危険性は排除できません。

そのため、継続的に情報を発信し防疫体制を確保・維持する目的で、公益

財団法人全国競馬・畜産振興会の助成事業である平成 28 年度産業動物危機対

応獣医療確保特別対策事業の一環として「口蹄疫の早期発見と発生予防のた

めに第一版（補訂版）」を発刊することといたしました。

本冊子の初版は、平成 24 年 3 月に財団法人全国競馬・畜産振興会（当時）

の助成事業である平成 23 年度民間産業動物獣医師防疫支援体制確立対策事業

の一環として、獣医師による口蹄疫の早期発見のための一助となるように、口

蹄疫の性状、疫学、臨床症状等を中心として刊行したものです。

作成に当たっては、家畜伝染病普及・啓発資料作成委員会の委員の方々に

執筆をお願いいたしました。また、貴重な写真等については、独立行政法人

農業・食品産業総合研究機構動物衛生研究所（当時）、宮崎県畜産課家畜防疫

対策室、北海道畜産振興課（口蹄疫及び類似疾患カラーアトラス）からご提

供をいただいたものです。

この冊子が口蹄疫の理解と防除のための一助となれば幸いです。

平成 29 年 3 月　

公益社団法人 中央畜産会

副会長 南波  利昭

第一版（補訂版）の発刊にあたって
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2010 年に宮崎で発生した口蹄疫の症状が、教科
書等の記載にみられる標準に近い症状だと考えられ
る。このため、ここではこれら野外で認められた症
状を中心に写真として取りまとめた（表 1、図 1）。
ただし、口蹄疫の症状は、ウイルスの株や感染す
るウイルス量、宿主によっても異なり、症状にも多
様性が認められることにも記憶に留める必要があ
る。
例えば、
1） 1997 年から台湾で発生が認められている口蹄
疫では、豚に対して強い病原性を示すのに対
し、牛では症状は確認されていない。

2） 1999 年の台湾の口蹄疫では牛においても発生
の初期には症状が明瞭に確認されていない。

3） 2000 年に日本で発生した口蹄疫で分離した口
蹄疫ウイルスの感染実験では、黒毛和牛と豚
で感染し、ホルスタインや羊や山羊には感染
が認められなかった。また、野外で観察され
た黒毛和牛の症状は、水疱は確認されず、鼻
腔部にびらんが確認された（P９参照）。豚で
は大量のウイルスを蹄部に接種した場合に、
典型的な症状は確認されているが、黒毛和牛
から豚への接触感染は成立しなかった。

2010 年の発生においては、口蹄疫ウイルスの潜伏
期間（ウイルスが感染してから症状を示すまでの期
間）は、牛では、疫学的な解析から約 7 日、豚では
動物感染実験から 2 日程度と推定される。

（注） 2010 年韓国で発生したＡ型による口蹄疫では、Ｏ型ウイルスによるものより蹄部病変が頻発していた
と報告されている。

① 発生件数内訳 
種 畜 牛 豚 山羊 水牛 計 

件 数 206 84 1 1 292 

② 臨床症状および確認された病変の割合（牛・豚、病性診断時） 
〈牛〉 〈豚〉 

症状及び病変 比率（％）※ 症状及び病変 比率（％）※

発熱 88  発熱 80  
泡沫性流涎 94  起立不能・跛行 52  
舌 86  鼻部 94  
口腔 91  口腔 44  
鼻腔 72  四肢・蹄 93  
乳頭 9  乳房・乳頭 31  
蹄（注） 1  子豚の死亡 7  

※比率：検査件数に対する確認件数の割合  

表１.  2010 年に宮崎県で発生した口蹄疫ウイルス（O/JPN/2010）による
臨床症状および病変（計 292 例から抜粋） 

2010年に宮崎県で発生した
口蹄疫の臨床症状及び病変Ⅰ
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図 1. 口蹄疫の部位ごとの病変分布

1. 牛の部位ごとの病変内容（%）

2. 豚の部位ごとの病変内容（%）
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　（臨床症状）発症初期は発熱、食欲不振とともに流涎が認められる。
　《流　　涎》流涎は泡沫状で粘稠性が高く、鼻汁を伴う場合もある。

　（病　　変） 水疱は、粘膜および皮膚が浮き上がる様に形成され、容易に破ける（矢印）。
　《水　　疱》水疱の好発部位は、舌、鼻腔、口腔および乳頭の順となる。

②泡沫性流涎（ホルスタイン種）①泡沫性流涎（黒毛和種）

③粘稠性流涎（黒毛和種） ④泡沫性流涎・発熱（黒毛和種）

①舌の水疱（ホルスタイン種） ②舌の水疱（黒毛和種）

1.  発症初期から中期における牛の臨床症状および病変

〈2010年に宮崎県で発生した口蹄疫〉
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　（病　　変）びらんは、水疱が破れた後、赤褐色の病変として確認される（矢印）。
　《び　ら　ん》口腔病変は、びらんとして確認される場合が多い。

　《水疱つづき》

①上唇のびらん（黒毛和種） ②歯床板のびらん（黒毛和種）

⑤乳頭の水疱（黒毛和種） ⑥乳頭の水疱（ホルスタイン種）

③口唇の水疱（黒毛和種） ④鼻腔の水疱（ホルスタイン種）
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⑦鼻腔のびらん（黒毛和種 ⑧乳頭のびらん（黒毛和種）

⑤舌のびらん（黒毛和種） ⑥舌のびらん（黒毛和種）

③口角のびらん（黒毛和種） ④下唇のびらん（黒毛和種）

　《びらんつづき》
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　（臨床症状）発熱、食欲不振および流涎は、回復傾向にあった。
　（病　　変）粘膜および皮膚のびらん病変は、周辺部から瘢痕化し治癒する。
　《瘢　　痕》

⑤舌の瘢痕（黒毛和種） ⑥舌の瘢痕（黒毛和種）

③歯床板の瘢痕（黒毛和種） ④鼻腔の瘢痕（黒毛和種）

①歯床板の瘢痕（黒毛和種） ②上唇の瘢痕（黒毛和種）

2. 発症後期における牛の臨床症状および病変
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　（臨床症状）発熱と食欲不振が主症状で、流涎はほとんど認められなかった。
　（病　　変） 水疱は鼻部、口腔、乳房・乳頭および四肢・蹄の順によく発現した。

なお、水疱の形状は、鼻端背側や鼻鏡では大型、他の部位ではやや小型であった。
　《水疱・びらん》

　（病　　変） びらんは、水疱が破れ、出血を伴う病変として確認される。四肢および蹄に好発した。
　《水疱・びらん》

①鼻端の水疱・びらん ②鼻鏡のびらん

③蹄冠部の水疱 ④乳房・乳頭の水疱

①鼻端背側の水疱 ②鼻鏡の水疱

3. 発症初期から中期における豚の臨床症状および病変



8口蹄疫の早期発見と発生予防のために

　（臨床症状、病変）件数は少ないが、蹄の脱落や哺乳豚の死亡が確認された。
　《脱蹄他》

①蹄の脱落 ②哺乳豚の死亡

③蹄冠部のびらん

④蹄間のびらん

①下唇のびらん ②乳房・乳頭のびらん

　《びらんつづき》
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（参考1）  2000年に宮崎県で発生した口蹄疫ウイルス（O/JPN/2000）に
よる臨床症状および病変

③ 流涎、鼻腔内びらん、舌
先端部の粘膜剥離

④歯床板のびらん、潰瘍

①流涎、鼻腔内びらん ② 流涎、鼻腔内潰瘍、舌先
端部の粘膜剥離

（P３－P９の写真：宮崎県農政水産部畜産・口蹄疫復興対策室 畜産課 提供）
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（参考2）  2010年に宮崎県で発生した口蹄疫ウイルス（O/JPN/2010）の
実験感染豚における蹄部病変

《感染豚と同居 2日後の蹄部病変》
前　肢 後　肢

蹄の一部に水疱形成

《感染豚と同居 4日後の蹄部病変》
前　肢 後　肢

水疱は全肢に拡がる。

《感染豚と同居 6日後の蹄部病変》
前　肢 後　肢

蹄の脱落が確認される。
（写真：農研機構　動物衛生研究所　提供）水胞 蹄の脱落
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1. 牛丘疹性口炎
（原因）牛丘疹性口炎ウイルス
（感受性動物）牛、水牛
（症状） 主に、子牛に発生し、口とそ

の周辺に丘疹を形成。丘疹の
周囲にはリング状の紅暈があ
り特徴的。潰瘍状になること
もある。 

 
 

2. 偽牛痘
（原因）偽牛痘ウイルス
（感受性動物） 牛
（症状） 乳頭に丘疹を生じ、まれに水

疱や痂皮を形成。乳頭では、
拡大性融合性輪状痂皮が特徴
的。全身症状を伴わず、治癒
までに 6 ～ 8 週間を要する。

3. 牛ウイルス性下痢・粘膜病
（原因） 牛ウイルス性下痢・粘膜病ウ

イルス 
（感受性動物） 牛、めん羊、山羊、豚

など
（症状）粘膜のびらん・潰瘍　

①口唇の丘疹 ②口唇の丘疹

③口腔内のびらん・潰瘍 ④口腔内の丘疹、びらん

①鼻鏡のびらん・潰瘍 ②歯肉の潰瘍、出血

上唇粘膜のびらん・潰瘍

（参考3） 口蹄疫との類症鑑別が必要な病気（牛）

臨床の現場ではあくまでも判断せず、家畜保健衛生所に届け出ることが肝要！！
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4. 悪性カタル熱
（原因）悪性カタル熱ウイルス 
（感受性動物）牛
（症状）粘膜のびらんなど
 

5. 牛乳頭腫
（原因）牛乳頭腫ウイルス 
（感受性動物）牛
（症状） 集団飼育の若牛に多く発生。

頚、顔面（特に目の周囲）、
腹部、乳房、乳頭に小結節
状またはカリフラワー状の
イボを形成。
経過は長く、4 ～ 6 か月で
脱落治癒する良性腫瘍

 

6. クローバー病
（原因） ツメクサなどのマメ科牧草

を多量に採食した牛の光線
過敏性皮膚炎

（感受性動物）牛
（症状） 光線過敏性皮膚炎（発赤、

腫脹）、流涎
 

7. その他として口腔内、鼻腔内の創傷

（P11－P12 の写真：北海道農政部食の安全推進局 畜産振興課 提供）

①鼻汁漏出及び出血 ② 口唇粘膜のびらん・
潰瘍

① 乳頭の乳頭腫、一部乾
燥壊死

②乳頭の乳頭腫

鼻鏡、鼻腔の発赤、イボ状の腫瘤
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（参考4） 口蹄疫との類症鑑別が必要な病気（豚）

臨床の現場ではあくまでも判断せず、家畜保健衛生所に届け出ることが肝要！！

①　豚水胞病
（原因）豚水胞病ウイルス
（感染動物）豚
（症状） 口蹄疫に酷似。臨床症状からの

区別はできない。

②　水胞性口炎
（原因）水胞性口炎ウイルス
（感染動物）牛、豚、その他多くの動物
（症状） 口蹄疫に酷似。臨床症状からの

区別はできない。

③　蹄部、鼻部、口腔内の創傷
　 　韓国において、2000–2002 年の 3 ヵ年
で 16 件の豚の口蹄疫を疑う病性鑑定が
あり、そのうち 15 件は創傷であった。

④　その他
　 　明らかに口蹄疫とは症状が異なるが、
過去に豚痘やすす病などの豚が口蹄疫を
疑われた。
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口蹄疫ウイルス（FMDV）は、大きさが直径 20
数 nmの小型球形 1 本鎖の RNAウイルスである。
主に牛や豚などのいわゆる偶蹄類動物に感染する。
相互にワクチンの効かない 7 種類の血清型がある。
感染動物からは種々の経路でウイルスは排泄され
る。一般に豚は牛に比べて感染しにくいが、豚は呼
気から多量のウイルスを排泄する。水疱液や水疱上
皮などに含まれるウイルス量は多い。感染動物は、
感染後 5 日目ぐらいから口蹄疫ウイルスに対する抗

体を産生する。抗体産生までにウイルスは排泄さ
れ、水疱などの症状が認められる。ウイルスは 4℃、
pH7.5 では 18 週間生存する。pH6.0 以下では速やか
に不活化される。湿度 55%以下での活性ウイルスの
生存率は極めて低い。口蹄疫の潜伏期間（感染して
症状が認められるまでの期間）は、家畜種類やウイ
ルス量などによって異なるが、2010 年宮崎で分離さ
れたウイルスでは、牛で 7 日、豚で 2 ～ 3 日であっ
た（表 2、図 2）。

温度効果（pH7.5） pHの効果（4℃）

61℃ 30秒 10.0 14 時間

55℃ 　2 分 9.0 　1 週

49℃ 　1 時間 8.0 　3 週

43℃ 　7 時間 7.0‒7.5 >5 週

37℃ 21時間 6.5 14 時間

20℃ 11日 6.0 　1 分

4℃ 18週 5.0 　1 秒

Bachrach et al （1975）

表２. 口蹄疫ウイルスを 1/10 に不活化減少させるための温度と pH 

図 2.  口蹄疫ウイルス粒子の電子顕微鏡観察像
（農研機構　動物衛生研究所原図）

口蹄疫ウイルスの性状Ⅱ
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欧州の人々にとって口蹄疫は、例えば日本人が主
食としてきたコメと同様に、かけがえのない食材で
ある乳肉などの畜産物を奪う恐ろしい病気と受け止
められてきた。16 世紀にはイタリアで詳細な記録
が残され、19 世紀末には当時のプロシアで動物ウ
イルスとしても初めての口蹄疫ウイルスが発見され
ている。欧州では先の世界大戦の最中にも防疫体制
が崩壊して口蹄疫が猛威を振るい、人々は十分な畜
産物が得られない苦しみを経験した。このため、戦
後間もない 1954 年に国連食糧農業機関の最も古い
委員会のひとつとして、常設の口蹄疫対策欧州委員
会が設立された。現在も継続開催されているこの委
員会の付属技術部会で幾多の技術開発が行われてき
たが、変化に富む原因ウイルスの性状と宿主動物の
多様性が壁となり、残念ながら口蹄疫は現在も世界

の広域で継続発生している。口蹄疫の発生地域に暮
らす人々は地球人口約 70 億人のうち約 85%を占め、
とりわけ畜産物の生産量が急増しているアジアの広
い地域では近年も活発な流行が続いている。現在発
生がない地域は、北米、オセアニア及び欧州西部な
どに限られるが、このことは換言すれば、国境防疫
を徹底して早期発見と確実な届出を励行し、迅速か
つ的確な防疫対策と補償制度を整備して安全な畜産
物の生産基盤を確保している国のみが口蹄疫の清浄
性を維持できているとみることもできる。
日本周辺のアジア地域では、血清型 O型、A型お

よびAsia1型ウイルスによる発生が認められている。
2000 年と 2010 年の過去 2 回の日本での発生には O
型ウイルスが関与した（表 3）

表 3　海外における主な口蹄疫発生事例
年 国 血液型 地域タイプ＊ 主な感染蓄種
1997 台湾 O Cathay 豚
1999 台湾 O ME-SA/PanAsia 牛（一部羊）
1999 中国 O ME-SA/PanAsia 牛、豚
2000 韓国 O ME-SA/PanAsia 牛
2000 日本 O ME-SA/PanAsia 牛
2000 ロシア O ME-SA/PanAsia 豚
2000 アルゼンチン OとA Euro-SA 牛
2000 ウルグアイ O Euro-SA 牛（初発は豚）
2001 英国 O ME-SA/PanAsia 羊（初発は豚）
2001 ウルグアイ A Euro-SA 牛、羊
2002 韓国 O ME-SA/PanAsia 豚
2005 ブラジル O Euro-SA 牛
2005 中国 Asia１ ASIA 牛、羊、山羊
2009 中国 A ASIA/Sea-97 牛、豚
2009 台湾 O Cathay 豚
2010 韓国 A ASIA/Sea-97 豚

2010/2011 韓国 O SEA/Mya98 牛、豚
2010 日本 O SEA/Mya98 牛、豚
2013 モンゴル A ASIA/Sea-97 牛、羊、山羊

2013 ロシア A
ASIA Iran-05 SIS-10

ASIA/Sea-97
牛、羊、山羊、豚

2015 台湾 A ASIA/Sea-97 牛
2016 ロシア Asia１ ASIA/Sindh-08 牛、羊、山羊、豚
2017 韓国 O ME-SA/Ind2001 牛
2017 韓国 A ASIA/Sea-97 牛

＊地域タイプ：VP1遺伝子領域の相同性解析による分類

疫学：なぜ感染が拡大するのか?
1.  口蹄疫との闘いの歴史は長く、それは今も続く！

Ⅲ



16口蹄疫の早期発見と発生予防のために

口蹄疫ウイルスは多様な性状を示す。一般的に血
清型がなく抗原変異もほとんどみられないウイルス
病は制圧されやすいとされ、事実、天然痘や牛疫は
地球上から根絶された。その対局にあるのが口蹄疫
や鳥インフルエンザなどの原因である RNAウイル
スである。これらの RNAウイルスは頻繁にしかも
迅速に抗原変異を起こす。あたかもウイルス自らが
その姿・形を変えて宿主の免疫機構を逃れようとし
ているようにもみえる。そもそも 1 頭の感染動物が
排出するウイルスにさえ、異なる性状を持つ亜種が
混じっていると考えられている。ある流行における
ウイルス性状はそれら亜種の平均で表されるが、そ

れらは一定せず動物で感染伝播を繰り返すうちにウ
イルスの抗原変異を伴ってその混在比も変わるの
で、見た目ではワクチンの効きがわるくなったり、
病勢に変化が生じたりといった違いが起こる。最近、
東アジアでは、同じ遺伝子型に分類されるウイルス
であっても、牛や豚に対する感染のしやすさや症状
の顕れ方に違いのあるウイルスが出現している。こ
の原因として、常在国でワクチンを継続接種するう
ちに、ウイルス抗原の変異を誘導するばかりでなく、
宿主（細胞）への親和性（感染のしやすさ）にも変
化を起こさせているとの指摘がある。

2014 1

口蹄疫ウイルスに感染する動物（感受性動物）は
鯨偶蹄目を中心に約 70 種類にのぼる。しかも動物

種ごとに、ウイルスの最少有効感染量、潜伏期間、
体内増殖量、持続感染の有無、主な排出経路と感染

2.  口蹄疫ウイルスの性状は千変万化！

3.  家畜ごとに病態が異なる！
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感受性動物は感染した後、水疱などの臨床症状が
みられる前の潜伏期からウイルスを排出している。
潜伏期の長さは、おおよその平均で牛 6 日、豚 10
日および羊 9 日であるが、これには 2 ～ 14 日と幅
があって、ウイルスの感染量が少なければ長く多け
れば短くなる。同じウイルスで
も、農場内で感染が次々に拡が
るようになった続発例では臨床
症状が比較的明瞭であるのに対
して、農場に侵入したばかりの
初発例では臨床症状が不明瞭に
なる傾向がみられる。この現象
には初期のウイルス感染量の多
少が影響し、このため初発例の
早期発見が難しくなる。
口蹄疫ウイルスは、感染家畜
の呼気、水疱液、乳汁、涎、糞
尿及び精液などに排出され、そ

れら分泌液や排泄物などに含まれるウイルスは長期
間感染性を失わない。
このため、ウイルスは畜舎を中心に農場内外の環

境を高濃度に汚染し、直接・間接的な接触伝播の頻
度を高める。ウイルスそのものは物理・化学的処理

●ウイルスの性状
病原性や増殖性など、そもそも動物体内で増殖するウイルスは性状の
異なるもの（quasispecies; 亜種）の集団で、症状などの表現形はそれ
らの平均で顕れる

●感染ウイルス量
初期は不明瞭、続発例は明瞭になる傾向

●感受性動物の違い
牛、豚、めん山羊などの畜種や品種など

●日齢
幼獣の心筋炎など

●その他
病変の経日的変化、ワクチンや移行抗体の影響

表 5　臨床症状に影響する要因

経路、およびワクチンに対する免疫応答などに差が
みられる。このため、発生地域で飼養されている家
畜の種類、混在の有無および密度などが流行様相に
影響する。日本の発生でも、2000 年と 2010 年の発
生様相を比較するとこのことがわかる。
また、古くから疫学的な呼び方として、少ないウ
イルス量で気道感染し臨床的異常がみつけやすい牛
は病気の検出動物（detector）、
経口感染し大量のウイルス
を呼気から排出する豚は病
気（ウイルス）の増幅動物
（amplifier）、症状が不明瞭で
感染に気付かず出荷されるこ
とが多い羊や山羊は病気の運
搬動物（carrier；持続感染動
物とは異なる概念）と呼ばれて
きた。こうした考え方に否定的
な報告もあるが、21 世紀に入
り各国で発生した事例の疫学
的解析データは、依然各動物種
の役割について上述の考え方
に肯定的な結果を示している。

すなわち、初感染した豚農場では臨床的異常に気付
かず近隣の牛農場で異常畜が発見されたこと、豚農
場への感染を機に急激に感染が拡大したこと、羊が
臨床的異常に気付かず運ばれ感染を拡大させたこと
などである。牛と豚に限ってみても、感染させる側
と感染させられる側の両者の組み合わせが入れ替わ
ると流行の様相は大きく異なる（表 4）。

表 4　口蹄疫の伝播に影響する要因
●侵入ウイルスの性状
　・宿主特異性、病原性、増殖性など
●発生地の飼養家畜の種類
　・ 牛、豚、羊、山羊などの畜種の違い（最小有効感染量、増殖量、排出量、
排出経路、排出期間、キャリア化、ワクチンに対する免疫応答など）

●感染経路
　・ 感染動物、汚染畜産物、堆肥等による直接伝播、近隣伝播、人の衣類
や靴、車両及び衛生動物等による間接伝播など

●農場間伝播
　・ 発生地の農場密度、農場の規模、飼養家畜の種類、異種家畜の混在、
農場間の距離と往来の頻度、流通経路の違いなど

●緊急ワクチン接種を実施する場合
　・ 動物種と免疫応答（幼獣を含む）、用量、回数、効果を得るまでの期間、
キャリア化、接種法（目的は排出量を抑える抑制ワクチン法か感染閾
値を高める防御ワクチン法か）、長期化した場合の移行抗体など

4.  早期発見の難しさ！



18口蹄疫の早期発見と発生予防のために

 国際的な伝播要因では、感染家畜、汚染農・畜産
物、船舶や航空機の汚染厨芥、外国を往来する人の
衣類や靴などが高いリスクを持つ。国際線の航空機
や船舶から出された汚染畜産物やそれらを含む厨芥
を非加熱で豚に給餌したために発生したと推定され
る外国の事例も少なくない。また、畜産物の内外価
格差はしばしば国境を越えた違法な家畜・畜産物の
移動を招いている。1985 年～ 2006 年の間に清浄国
で発生した 37 例のうち大半は感染経路が判明して
いない。侵入したウイルスが、遺伝子解析などによ
りどの地域（Where）で流行しているものかは判明
しているが、それが実際にどの経路（How）で侵入
したかを特定することは難しく、旅行者など当事者
自身が気付いていない場合や密輸など法に触れる場
合の原因が明らかになることは少ないのが現実であ
る。このため想定されるあらゆ
る侵入リスクを科学的に評価
し費用対効果も勘案して効果
的な対策を講じることが重要
となる。日本では現在、アジア・
ゲートウェイ構想や国際分業
に伴うアジア物流ネットワー
クによる地域経済の振興策も
奨励されており、航空便に限っ
てみても、アジア発生国から週
数千便が地方空港に飛来し、多
くの人や物が国内有数の畜産
地域近隣を往来している。否応

なしにグローバル化の時代を迎え、何段階もの重層
的な防疫を図り最終的には生産現場の農場への侵入
をくい止めるとの考えを持つことが肝要である。
一方、農場間伝播には、前述した家畜の種類、牛
や豚農場の混在、農場間の往来、飼養規模、農場間
の距離、流通形態（酪農・畜産）などが大きく影響
する。具体的には、感染家畜やそれらから搾った乳
による直接伝播、器具・機材、飼料、堆肥およびそ
れらを運ぶために農場を往来する人や車両による間
接伝播、さらに犬、猫、鶏、ネズミ、野鳥などの非
感受性動物による機械的伝播、感受性野生動物によ
る直接・間接伝播などがリスクとなる。また、農場
周辺の汚染濃度が高まると塵埃などに含まれるウイ
ルスが近距離で拡散する近隣伝播も頻繁にみられる
（表 6）。

で簡単に感染性を失うにも拘わらず、口蹄疫ウイル
スが迅速に伝播するという大きな理由は、家畜や乳
などの出荷と餌や資材の導入で人と物の動きが絶え
ない農場環境にウイルスが侵入することにある。こ
うした日常的な生産活動に乗じた形で生産者が気付
かないうちにウイルスが拡散してしまうために、早

表 6　過去の発生例における推定原因
（1985‒2006 年の清浄国 37 例）

推定原因 事　例 備　考

生きた感染動物 8 （違法な持ち込みを含む）

汚染肉 3 （違法な持ち込みを含む）

検査機関・ワクチン工場からの漏えい 3

不法入国者 1

原因不明 22

計 37

（Valarcher,J-F,et al．，Transboudary Emerging Dis ．，55:14-，2008）

期発見が難しくなる。このことはある意味で不可抗
力ともいえるが、出荷停止、移動禁止あるいは通行
遮断などのまん延防止対策が一刻を争うという理由
はこうした点にある。また、早期に感染拡大をくい
止めるには日頃から追跡を容易にするために農場へ
の出入記録を残すことが非常に重要である（表 5）。

口蹄疫ウイルスには 7 種類の血清型がある。ひと
つの血清型に対するワクチンは残り 6 種類の血清型

ウイルスには全く無効で、血清型が同じでもワクチ
ンの効きが不十分なウイルスが度々出現する。

5.  伝播要因が多様！

6.  ワクチンは感染を阻止できない！
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一般的に口蹄疫による致死率は成獣では高くな
い。このため一部の断片的な病性を捉えて口蹄疫の
被害を過小評価する誤解が生じる。口蹄疫による被
害の本態は、水疱形成などの急性症状によるものば
かりではなく、常在化した後、長期にわたる生産性
低下が広域にまん延することである。例えば、発生
地域では、慢性乳房炎による搾乳量の減少、大幅な
増体量の減少と出荷遅延、心筋炎と流産による生産
性遅滞などが長期にわたり農場の経営を圧迫する。
畜産物輸出国は海外市場を失い、仮に国内の汚染
ゾーンに封じ込めても、この地域は生鮮畜産物の出
荷制限のため国内市場さえ失うおそれがある。畜産
物輸入国では国内産畜産物と輸入畜産物との競合が
起こる。長期化すれば生産基盤が海外流出すること

も想定されるので、国内畜産業全体が疲弊するおそ
れがある。
世界には依然畜産物の衛生や安全性が十分に担保

されていない地域、家畜・畜産物の密輸が横行する
地域などが存在する。畜産物に内外価格差があるな
かで、畜産物の半分近くまた穀物飼料の大半を外国
に依存している日本の畜産業の構造からみれば、わ
が国の消費者にとっても口蹄疫問題は、どこでどの
ように育てた家畜か、その安全性はどのように保証
されているのかといった食の安全保障に関わる課題
でもある。国際機関が口蹄疫などの越境性動物疾病
を一国の食料の安全保障に関わる問題と位置づける
のもこうした理由がある。

このため、清浄国で発生時の感染拡大を防ぐため
に用いる備蓄ワクチンが常に効くとは限らない。ま
た、口蹄疫ワクチンはそもそも発病を抑えても感染
を完全に防ぐことができないという基本的な問題が
ある。常在化すると発病防止を目的にワクチン接種
を続けることになるが、流行株の抗原性状が変化す
るので、ワクチンと流行株との抗原性状の一致性を
大きなコストをかけて常に検証する必要がある。さ
らに、ワクチンを接種していても、反芻獣では、感
染後ウイルスが無症状で食道や咽喉頭の粘膜上皮に
長期間持続感染してしまうという、キャリアーの問
題が起こる。4 週間以上持続感染した反芻獣をキャ
リアーと定義しているが、牛ではキャリアーは高頻
度に起こり、その期間も最長 2 年半に及ぶ。キャリ
アーの伝播リスクをどの程度に見積もるかについて
は議論があるが、事実として一旦感染した反芻獣が
ウイルスを高い頻度で持ち続ける以上、キャリアー
の問題は清浄国にとっては伝播リスクのひとつとみ
なされている。また、ワクチン免疫の期間は半年程
度と短く頻回接種が必要で、そのコストは膨大にな
る。移行抗体によるワクチンブレイクも起こるので、
ワクチン接種で群全体に長期にわたり確実な免疫を
与えることは事実上非常に難しい課題である。
ウイルス感染動物にの
み検出される、ウイルス
の非構造蛋白質

（※）

に対する
抗体を指標に、自然感染

動物をワクチン接種動物から識別する検査法があ
る。これは理論的には可能で、一見生かすためのワ
クチン接種への期待を抱かせる。しかし、動物種に
よる各種非構造蛋白質に対する免疫応答の違い、高
頻度に出現する非特異的な反応といった実際の応用
面で依然課題が残されている。現在のところ、どの
動物種であっても個体単位で感染していないことを
証明するのは難しいとされている。唯一、牛を対象
に群単位で検査を繰り返し長い期間をかけて清浄性
を証明するといった応用が可能とされ、この方法が
ワクチン接種を実施しながらも非感染を証明する手
法として国際獣疫事務局の陸生動物衛生規約に採択
されている。
しかし、南米や台湾の応用例をみると、この方法

で清浄性を証明するのは現実には極めて難しいこと
が伺える。
一方で、ワクチン接種には、最少有効感染量の閾

値を高めたり（防御ワクチン接種法）あるいは感染
しても排出ウイルス量を低減させたり（抑制ワクチ
ン接種法）して伝播をくい止める効果がある。この
ため清浄国では戦略的まん延防止策として緊急ワク
チンを備蓄している。しかしながら、このワクチン
が常に有効とは限らないことは前述した通りである。

※ 成熟したウイルス粒子には含まれないが、感染した動物体内（細胞内）で
ウイルスが増殖する際に初めて合成される酵素等の蛋白質をいう。

7.  清浄性を維持することの意義！
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農家の方や臨床獣医師が、一頭でも家畜の臨床症
状から口蹄疫を疑う場合、直ちに最寄りの家畜保健
衛生所に連絡を取る。通報を受けた家畜保健衛生所
は、都道府県本庁に連絡、都道府県本庁は農林水産
省に連絡するともに、家畜防疫員を迅速に現場に派
遣し、発生農家の状況の把握や家畜の症状の観察に
努める。口蹄疫を疑う農場と口蹄疫に関わる調書を
作成するとともに家畜の症状が認められる部位の写
真を撮影する。これらは電子メールで農林水産省に

送られ、農林水産省は動物衛生研究所の専門家との
間で、病変部位等の写真と作成された調書に基づい
て、口蹄疫を疑う症例であるかなどの検討を行う。
口蹄疫を否定できないと判断される場合には、直ち
に病変部位の採材を行い、東京都小平市にある動物
衛生研究所海外病研究施設にその病性鑑定材料が運
ばれ、直ちに抗原や抗体検査などの実験室内診断が
実施される。

口蹄疫の実験室内診断は、口蹄疫ウイルスのよう
な国内に存在しない病原体を安全に取り扱うために
内部が常時陰圧に保たれる特殊な施設内（動物衛生
研究所基準の BSL-3e）で病原学的検査と血清学的
検査が複数実施され、総合的に判定される（図 3）。

A.  病原学的診断‒材料：病変部（水疱液、水
疱上皮等）、涎・鼻汁拭い液 
1.  RT-PCR,　リアルタイム RT-PCR（口蹄疫ウイ
ルスに共通の遺伝子領域を利用） 

2. 抗原検出 ELISA （7 種血清型を同定） 
3.  補体結合 （CF）試験 （現在は抗原検出 ELISA
に代替される）

4.  ウイルス分離 （初代牛腎臓細胞や牛甲状腺細胞、
株化継代細胞） 

B. 血清学的診断‒診断材料：血清 
1.  抗体検出（液相競合）ELISA （2 日を要する。
血清型に分けて実施）

2.  中和試験 （ウイルスが分離された場合実施可能）

O
A
C
SAT1
SAT2
SAT3
Asia1
SVD

図 3. 口蹄疫の病原学的診断法の一部とその検査に要する時間の目安

口蹄疫の病性鑑定
1.  発見から口蹄疫病性鑑定に至る実際の流れ

2.  実験室内での口蹄疫の病性鑑定

Ⅳ
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万全の口蹄疫予防には、生産者、行政、関係者が
一体となった、国ぐるみ、地域ぐるみでの取組みが
必要であり、その要諦は、病原体の侵入防止である。
仮に侵入を許してしまった場合は、患畜の殺処分と
移動制限の取組みが重要となる。
わが国は、平成 22 年の宮崎県下での大発生を教

訓に、口蹄疫予防のために「家畜伝染病予防法」と
同法に基づく「飼養衛生管理基準」を大きく見直し
た。
飼養衛生管理基準に基づき、生産者が特に留意す

べき点は以下のとおりであり、産業動物獣医師が現
場指導の際に、最重要視すべきである。

農林水産省ホームページ、地域防疫協議会情報、
地域家畜保健衛生所だより等で、常日頃から感染症

図 4. 口蹄疫の発生状況（2016 年 12 月 5日現在）
（図出典：農林水産省ホームページ）

の情報把握に努めることが重要である。（図 4）。

予　防

1.  アンテナを高くして情報把握

Ⅴ
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自農場を、他の侵入を排除する立入禁止域（衛生
管理区域）と、その他の区域を明確に区分して、効
果的な飼養衛生管理に努める必要がある。（図 5）。

これには、明確な標示設置と第三者への協力呼び
かけが必要である。また、他の侵入者のなかに、野
生動物を含むことも忘れてはならない。

駐車スペース
（作業用車）

衛生管理区域と
他の区域との区分け

衛生管理区域の出入口
（衛生管理に立ち入らな
いように看板を設置）

農場入口

農場出入口の立看板

農機具庫 たい肥舎

畜舎

消
毒
槽

資
料
タ
ン
ク

生乳処理室

衛生管理区域

駐車スペース
（生活用車）

住居

（図出典：農水省衛生管理基準リーフレット）

図 5. 衛生管理区域設定イメージ

2.  農場の衛生管理区域の設定による予防対策の強化
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・ 農場の作業、区分、作業対象ごとに効果の確認
された消毒方法を選択・励行する。

・  衛生管理区域への侵入には、厳格な消毒が必須
であり、その他の区域でも頻度によっては習慣

的な消毒を検討すべきである。
・ 方法は、ヒトと車両を別個に考え、各々に噴霧器、
消毒槽、ゲート、石灰帯等を用いて消毒を行う。

（農林水産省のホームページから）

消毒のポイント !

写真２  長靴の洗浄・消毒

①消毒する前に泥や糞便、付着した消石灰等を良く落とします
（写真１、２）。
　消毒薬は汚れてきた場合は直ちに交換し、また、汚れていなく
ても消毒薬の用法・用量に定められている更新期間を守っ
て、新しいものに交換しましょう。

③農場内の外部車両が停車する場所や畜舎周囲・農場外縁
部には消石灰を散布し、消毒を徹底しましょう（写真５、６）。
　（消石灰は、0.5～1kg／㎡（20～40㎡当たり消石灰1袋
20kg）を目安にホウキ等で均一に広げ、地面の表面がムラ
なく白くなる程度に散布しましょう。なお、散布時には直接皮
膚につかないようにゴム手袋やメガネ（ゴーグル）を、また吸い
込まないようにマスク等を着用しましょう。

④口蹄疫ウイルスは酸やアルカリに対して弱いので、畜舎、畜
体、踏み込み槽にはヨウ素系、塩素系およびアルデヒド系の
消毒薬が使われます。
　ただし、塩素系消毒薬は、消石灰等の強アルカリ性のもの
が混ざると塩素による消毒の効力が発揮できないので、こ
れらアルカリ性の消毒薬と混ぜないように十分注意して下
さい。

②農場に入る前の全ての車両（写真３）や器具等の消毒には、
４％炭酸ナトリウム液（別名：4％炭酸ソーダ液：水1リットルに
対し、炭酸ソーダ40グラムを溶かしたもの）が効果的です。

　また、運転席のマットやハンドル等の消毒（写真４）も忘れず
にしましょう。運転者などの長靴の消毒も不可欠です。

写真３  農場での車両消毒 写真４  運転席の消毒

写真５  農場内の石灰散布 写真６  農場周囲に散布された石灰

写真１  畜舎の洗浄

分類 商品名
効果が認められる
最高希釈倍数（注）

ヨウ素系消毒薬
クリンナップＡ
ファインフォール
バイオシッド30

400倍
400倍
1,000倍

塩素系消毒薬
アンテックビルコンＳ
クレンテ
スミクロール

2,000倍
2,000倍
1,000倍

アルデヒド系消毒薬 グルタクリーン 800倍
複合消毒薬 アリバンド 400倍
NaOH（水酸化ナトルウム）
添加消毒薬

クリアキルー100（NaOH添加） 2,000倍

注１：感作条件は室温 30分、承認された用法・用量の範囲内で効果が認められる最高希釈倍数。
注２： 塩素系消毒薬は、消石灰等の強アルカリ性のものが混ざると塩素による消毒の効力が発揮できないので、

消石灰等のアルカリ性の消毒薬と混ぜることは避けて下さい。

（参考）口蹄疫に効果があるとされている消毒液

3.  効果的な消毒の実施
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家畜の挙動、食欲、排泄物からの日々の観察のほ
か、導入後 1 週間（群隔離期間）、出荷前数日間も、
同様に健康観察をし、口蹄疫についての特定症状（表
7）を参考として異常があれば、直ちに獣医師や家
畜保健衛生所に通報しなければならない。特に、口
蹄疫の発現症状は、臨床獣医師にとって、「第 1 発
見者となる決め手」でもあるため、極めて重要であ

る。加えて、感染の初期症状は、少ないウイルス量
ゆえに、特徴的といわれる徴候はみられにくいこと
から、日ごろから十分な観察か必要となる（参考：
表 8）。1 ページに示された表 1 の臨床症状は、2010
年に宮崎県で発生した臨床症状及び病変の確認割合
である。牛と豚では、この確認割合が若干異なるこ
とを含めて、極めて重要なデータである。

表 7. 口蹄疫に関する特定症状

次に掲げる１～３のいずれか一つ以上の症状を呈していることを発見した獣医師又は家畜所有者は、
都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

牛、水牛、鹿、めん羊、豚及びいのしし

症状

１-①  39.0℃以上の発熱を示した家畜が、
１-②  泡沫性流延、跛行、起立不能、泌乳量の大幅な低下又は泌乳停止のいずれかを呈し、
１-③   かつ、その口腔内、口唇、鼻腔内、鼻部、蹄部、乳頭又は乳房（以下「口腔内等」という。）

のいずれかに水疱、びらん、漬癌又は疵痕（外傷に起因するものを除く。以下｢水疱等｣
という。）を呈している場合

※鹿にあっては、１-①及び１-③を呈している場合。

２   同―の畜房内（―の畜房につき―の家畜を飼養している場合にあっては、同―の畜舎内）
において、複数の家畜の口腔内等に水疱等があること。

３   同一の畜房内において、半数以上の哺乳畜（一の畜部につき一の哺乳畜を飼養している
場合にあっては、同一の畜舎内において、隣接する複数の畜房内の哺乳畜）が当日及びそ
の前日の二日間において死亡すること。ただし、家畜の飼養管理のため設備の故障、気温
の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等口蹄疫以外の事情によるものであるこ
とが明らかな場合は、この限りではない。

※ 「畜房」とは、畜舎内の一部を柵などで囲った収容空間をいい、｢哺乳畜｣とは、離乳していない家畜をいう。

表８. 清浄国における口蹄疫発見の経緯（1993‒2003 年）

場 　 所 農場18例､食肉処理場１例､追い込み場２例（以上、20例中） 

動 物 種 発症牛17例. 豚や羊の例もあるが､検出動物とされる発病牛が圧倒的に多い（以上､24例中）

発 見 者 生産者と臨床獣医師８例､農場従事者４例､食肉処理場の従事者２例､地域住民１例（以上15例中）

遅延理由 初診時の誤診､小反芻獣における不明瞭な臨床症状､検査機関の誤判定

（McLaws, M.& Ribble, C., Can. Vet. J., 48:1051-, 2007）

家畜伝染病予防法第13条の２第１項の農林水産大臣が指定する症状〔農林水産省告示第1865号（平成23年10月1日施行）〕

4.  日々の健康観察の励行
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次の記録を作成し、1 年間以上保存しておくこと
が重要である。

 ・農場立入者記録（日誌）
 ・家畜の移動記録
 ・ 疾病等異常記録（死亡・異常症状の内容、月例、
頭数）

 ・海外渡航記録（関係者対象）

岩﨑　充祐（宮崎県農政水産部畜産・口蹄疫復興対策局 畜産課 家畜防疫対策室長）
坂本　研一（独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所 国際重要伝染病研究領域長）
菅澤　勝則（千葉県農業共済組合連合会 家畜部長）
村上　洋介（帝京科学大学生命環境学部アニマルサイエンス学科 教授）

※（　）内は、平成 24 年 3月 第一版発行当時

執筆者

写真提供
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所
宮崎県農政水産部畜産・口蹄疫復興対策局 畜産課
北海道農政部食の安全推進局畜産振興課家畜衛生担当課

5.  家畜の移動・疾病等の記録の作成
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